
議案第２４号 

 

南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定について 

 

南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 

 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関    

する条例の一部を改正する条例 

 

 南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成 17 年南あわじ市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。 

空家等対策審議会

委員 

専門の学識経験に係る国家資

格等を有する者 

日額 15,000 円 

上記以外の者 日額 8,000 円 

別表政治倫理審査会の部の次に次のように加える。 

入札監視委員会委員 日額 15,000 円 

別表障害者福祉計画等策定委員会の項中「障害者福祉計画等策定委員会」を

「障害者計画等策定委員会」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 



南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）  

区分 報酬の額 

教育委員会～都市計画審議会委員 略 

 

 

 

老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員～政治倫理審査会

 略 

 

産業医～プロポーザル審査委員会委員 略 

障害者福祉計画等策定委員会委員 日額8,000円 

地域公共交通検討委員会委員～いじめ問題調査委員会委員 略 
 

区分 報酬の額 

教育委員会～都市計画審議会委員 略 

空家等対策審議会委員 専門の学識経験に係る国家

資格等を有する者 

日額15,000円 

上記以外の者 日額8,000円 

老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員～政治倫理審査会

 略 

入札監視委員会委員 日額15,000円 

産業医～プロポーザル審査委員会委員 略 

障害者計画等策定委員会委員 日額8,000円 

地域公共交通検討委員会委員～いじめ問題調査委員会委員 略 

  

 

 



議案第２５号 

 

南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 

 南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 南あわじ市職員の給与に関する条例（平成17年南あわじ市条例第38号）の一

部を次のように改正する。 

 第 18 条を次のように改める。 

 （地域手当） 

第 18 条 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次

の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

⑴ １級地 100 分の 20 

⑵ ２級地 100 分の 16 

⑶ ３級地 100 分の 15 

⑷ ４級地 100 分の 12 

⑸ ５級地 100 分の 10 

⑹ ６級地 100 分の６ 

⑺ ７級地 100 分の３ 

３ 地域ごとの地域手当の級地は、規則で定める。 

別表第４行政職給料表の部５級の項及び６級の項を次のように改める。 

５級 ⑴ 課長の職務 

⑵ 委員会等の事務局の長の職務 

⑶ 本庁以外の施設の長の職務 

⑷ 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行い、かつ、

課長又は委員会等の事務局（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第1

38条の４の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をい

う。以下この表において同じ。）の長を補佐する職務 



   南あわじ市職員の給与に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第17条 略 第１条～第17条 略  

（地域手当） （地域手当）  

第18条 職員には、地域手当を支給する。 第18条 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に支給する。  

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計

額に100分の５を乗じて得た額とする。 

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額

に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

⑴ １級地 100分の20 

⑵ ２級地 100分の16 

⑶ ３級地 100分の15 

⑷ ４級地 100分の12 

⑸ ５級地 100分の10 

⑹ ６級地 100分の６ 

⑺ ７級地 100分の３ 

３ 地域ごとの地域手当の級地は、規則で定める。 

 

第19条～第43条 略 第19条～第43条 略  

別表第１～別表第３ 略 別表第１～別表第３ 略  

別表第４（第８条関係） 等級別基準職務表 別表第４（第８条関係） 等級別基準職務表  

給料表 等級 基準となる職務 

行政職給料表 １級～４級 略 

５級 ⑴ 特に高度の知識又は経験を必要とする

業務を行い、かつ、課長又は委員会等の

給料表 等級 基準となる職務 

行政職給料表 １級～４級 略 

５級 ⑴ 課長の職務 

⑵ 委員会等の事務局の長の職務 

 



議案第２６号 

 

南あわじ市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

 

 南あわじ市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条    

   例 

 

 南あわじ市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年南あわじ市条例第39

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第９号を削り、第10号を第９号とし、第11号から第14号までを１号

ずつ繰り上げる。 

 第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条から第18条までを１条ずつ繰り

上げる。 

 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 



   南あわじ市職員の特殊勤務手当に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条 略 第１条 略  

（特殊勤務手当の種類） （特殊勤務手当の種類）  

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。  

⑴～⑻ 略 ⑴～⑻ 略  

⑼ 国民宿舎職員の特殊勤務手当   

⑽ 略 ⑼ 略  

⑾ 略 ⑽ 略  

⑿ 略 ⑾ 略  

⒀ 略 ⑿ 略  

⒁ 略 ⒀ 略  

第３条～第10条 略 第３条～第10条 略  

（国民宿舎職員の特殊勤務手当）   

第11条 国民宿舎職員の特殊勤務手当は、国民宿舎の副支配人と調理

師業務に従事する者に対して支給する。 

  

２ 前項に規定する手当の額は、勤務１月につき副支配人及び料理長

については8,000円、調理師については3,000円とする。 

  

第12条 略 第11条 略  

第13条 略 第12条 略  

第14条 略 第13条 略  

第15条 略 第14条 略  



第16条 略 第15条 略  

第17条 略 第16条 略  

第18条 略 第17条 略  

   

 



議案第２７号 

 

平成３０年４月に実施する市の組織改編に伴う関係条例の整理に   

関する条例制定について 

 

 平成３０年４月に実施する市の組織改編に伴う関係条例の整理に関する条例

を別紙のとおり制定する。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



南あわじ市条例第  号 

 

平成 30 年４月に実施する市の組織改編に伴う関係条例の整理に 

関する条例 

 

（南あわじ市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

第１条 南あわじ市特別職報酬等審議会条例（平成 17 年南あわじ市条例第 31

号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「総務部総務課」を「総務企画部総務課」に改める。 

（南あわじ市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の

縦覧等の手続に関する条例の一部改正） 

第２条 南あわじ市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結

果の縦覧等の手続に関する条例（平成 17 年南あわじ市条例第 117 号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第１項第１号及び第６条第１項第１号中「市民部環境課」を「市民

福祉部環境課」に改める。 

（南あわじ市都市計画審議会条例の一部改正） 

第３条 南あわじ市都市計画審議会条例（平成 17 年南あわじ市条例第 224 号）

の一部を次のように改正する。 

第９条中「建設部都市計画課」を「産業建設部建設課」に改める。 

（南あわじ市総合計画審議会条例の一部改正） 

第４条 南あわじ市総合計画審議会条例（平成 17 年南あわじ市条例第 231 号）

の一部を次のように改正する。 

第８条中「企画部ふるさと創生課」を「総務企画部ふるさと創生課」に改

める。 

（南あわじ市政治倫理審査会条例の一部改正） 

第５条 南あわじ市政治倫理審査会条例（平成 17 年南あわじ市条例第 245 号）

の一部を次のように改正する。 

第 10 条中「総務部総務課」を「総務企画部総務課」に改める。 

（南あわじ市国土利用計画審議会条例の一部改正） 



第６条 南あわじ市国土利用計画審議会条例（平成 21 年南あわじ市条例第 43

号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「建設部都市計画課」を「産業建設部建設課」に改める。 

（南あわじ市行財政改革審議会条例の一部改正） 

第７条 南あわじ市行財政改革審議会条例（平成 22 年南あわじ市条例第 13 号）

の一部を次のように改正する。 

第８条中「総務部財政課」を「総務企画部財務課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市事業評価監視委員会条例の一部改正） 

第８条 南あわじ市事業評価監視委員会条例（平成 22 年南あわじ市条例第 15

号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「総務部財政課」を「総務企画部財務課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市障害者福祉施設地域活動支援センター通所判定委員会条例の一

部改正） 

第９条 南あわじ市障害者福祉施設地域活動支援センター通所判定委員会条例

（平成 22 年南あわじ市条例第 16 号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第６号を次のように改める。 

⑹ 市民福祉部福祉課長 

第７条中「福祉部福祉課」を「市民福祉部福祉課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市地域福祉計画策定員会条例の一部改正） 

第 10 条 南あわじ市地域福祉計画策定委員会条例（平成 22 年南あわじ市条例

第 17 号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第 107 条」を「第 107 条第１項」に改める。 

第７条中「福祉部福祉課」を「市民福祉部福祉課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例の一部改正） 

第 11 条 南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例（平成 22 年南あわ

じ市条例第 18 号）の一部を次のように改正する。 



第７条中「福祉部長寿福祉課」を「市民福祉部長寿・保険課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市地域密着型サービス運営委員会条例の一部改正） 

第 12 条 南あわじ市地域密着型サービス運営委員会条例（平成 22 年南あわじ

市条例第 19 号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第 78 条の２第６項」を「第 78 条の２第７項」に改める。 

第７条中「福祉部長寿福祉課」を「市民福祉部長寿・保険課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会条例の一部改

正） 

第 13 条 南あわじ市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会条例（平成

22 年南あわじ市条例第 21 号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「福祉部長寿福祉課」を「市民福祉部長寿・保険課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正） 

第 14 条 南あわじ市予防接種健康被害調査委員会条例（平成 22 年南あわじ市

条例第 23 号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第５号を次のように改める。 

⑸ 市民福祉部長 

第７条中「福祉部健康課」を「市民福祉部健康課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市地域公共交通検討委員会条例の一部改正） 

第 15 条 南あわじ市地域公共交通検討委員会条例（平成 23 年南あわじ市条例

第 14 号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「建設部都市計画課」を「総務企画部市民協働課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市一般廃棄物収集運搬業務受託者選定委員会条例の一部改正） 

第 16 条 南あわじ市一般廃棄物収集運搬業務受託者選定委員会条例（平成 23

年南あわじ市条例第 29 号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第４号及び第５号を次のように改める。 



⑷ 総務企画部長 

⑸ 市民福祉部長 

第８条中「市民部環境課」を「市民福祉部環境課」に改める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市保育所のあり方検討委員会条例の一部改正） 

第 17 条 南あわじ市保育所のあり方検討委員会条例（平成 25 年南あわじ市条

例第 13 号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「福祉部子育て支援課」を「市民福祉部子育てゆめるん課」に改

める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第 18 条 南あわじ市子ども・子育て会議条例（平成 25 年南あわじ市条例第 29

号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「福祉部子育て支援課」を「市民福祉部子育てゆめるん課」に改

める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市健康増進計画及び食育推進計画策定委員会条例の一部改正） 

第 19 条 南あわじ市健康増進計画及び食育推進計画策定委員会条例（平成 22

年南あわじ市条例第 38 号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「福祉部健康課」を「市民福祉部健康課」に改める。 

（南あわじ市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改正） 

第 20 条 南あわじ市いじめ問題対策連絡協議会等条例（平成 27 年南あわじ市

条例第 19 号）の一部を次のように改正する。 

第 19 条中「総務部総務課」を「総務企画部総務課」に改める。 

（南あわじ市行政不服審査会条例の一部改正） 

第 21 条 南あわじ市行政不服審査会条例（平成 27 年南あわじ市条例第 43 号）

の一部を次のように改正する。 

第７条中「総務部総務課」を「総務企画部総務課」に改める。 

附則第３項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会条例の一部改正） 



第 22 条 南あわじ市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会条例（平成

28 年南あわじ市条例第 42 号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「企画部ふるさと創生課」を「総務企画部ふるさと創生課」に改

める。 

附則第２項中「この条例の施行の日」を「委員を委嘱した日」に改める。 

（南あわじ市男女共同参画計画策定委員会条例の一部改正） 

第 23 条 南あわじ市男女共同参画計画策定委員会条例（平成 28 年南あわじ市

条例第 43 号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「企画部ふるさと創生課」を「総務企画部ふるさと創生課」に改

める。 

 

附 則 

この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 



南あわじ市特別職報酬等審議会条例新旧対照表（第１条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第５条 略 第１条～第５条 略  

（庶務） （庶務）  

第６条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。 第６条 審議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。  

第７条 略 第７条 略  

   

 



南あわじ市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略  

（縦覧の場所及び期間） （縦覧の場所及び期間）  

第４条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。 第４条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。  

(1) 南あわじ市市民部環境課 (1) 南あわじ市市民福祉部環境課  

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略  

２ 略 ２ 略  

第５条 略 第５条 略  

（意見書の提出先及び提出期限） （意見書の提出先及び提出期限）  

第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。  

(1) 南あわじ市市民部環境課 (1) 南あわじ市市民福祉部環境課  

(2) 略 (2) 略  

２ 略 ２ 略  

第７条以下 略 第７条以下 略  

   

 



南あわじ市都市計画審議会条例新旧対照表（第３条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第８条 略 第１条～第８条 略  

（庶務） （庶務）  

第９条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 第９条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。  

第10条 略 第10条 略  

   

 



南あわじ市総合計画審議会条例新旧対照表（第４条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第７条 略 第１条～第７条 略  

（庶務） （庶務）  

第８条 審議会の庶務は、企画部ふるさと創生課において処理する。 第８条 審議会の庶務は、総務企画部ふるさと創生課において処理す

る。 

 

第９条 略 第９条 略  

   

 



南あわじ市政治倫理審査会条例新旧対照表（第５条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第９条 略 第１条～第９条 略  

（庶務） （庶務）  

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。 第10条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。  

第11条 略 第11条 略  

   

 



南あわじ市国土利用計画審議会条例新旧対照表（第６条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 第７条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

 



南あわじ市行財政改革審議会条例新旧対照表（第７条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第７条 略 第１条～第７条 略  

（庶務） （庶務）  

第８条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。 第８条 審議会の庶務は、総務企画部財務課において処理する。  

第９条 略 第９条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初

に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市事業評価監視委員会条例新旧対照表（第８条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、総務企画部財務課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（招集の特例） （招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定に関わらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定に関わらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市障害者福祉施設地域活動支援センター通所判定委員会条例新旧対照表（第９条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略  

（組織及び委員） （組織及び委員）  

第３条 略 第３条 略  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略  

(6) 福祉部福祉課長 (6) 市民福祉部福祉課長  

(7) 略 (7) 略  

３～６ 略 ３～６ 略  

第４条～第６条 略 第４条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初

に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市地域福祉計画策定委員会条例新旧対照表（第10条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

（設置） （設置）  

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に規定する地域福

祉計画を策定するため、南あわじ市地域福祉計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条第１項に規定する

地域福祉計画を策定するため、南あわじ市地域福祉計画策定委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

第２条～第６条 略 第２条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市地域包括支援センター運営協議会条例新旧対照表（第11条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 協議会の庶務は、福祉部長寿福祉課において処理する。 第７条 協議会の庶務は、市民福祉部長寿・保険課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初

に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市地域密着型サービス運営委員会条例新旧対照表（第12条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

（設置） （設置）  

第１条 介護保険法第42条の２第５項、第78条の２第６項及び第78条

の４第６項に規定する事項について、市が行う介護保険の被保険者

その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験のある者の知見の

活用を図るため、南あわじ市地域密着型サービス運営委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

第１条 介護保険法第42条の２第５項、第78条の２第７項及び第78条

の４第６項に規定する事項について、市が行う介護保険の被保険者

その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験のある者の知見の

活用を図るため、南あわじ市地域密着型サービス運営委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

 

第２条～第６条 略 第２条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、福祉部長寿福祉課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、市民福祉部長寿・保険課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初

に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会条例新旧対照表（第13条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、福祉部長寿福祉課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、市民福祉部長寿・保険課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市予防接種健康被害調査委員会条例新旧対照表（第14条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略  

（組織及び委員） （組織及び委員）  

第３条 略 第３条 略  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略  

(5) 福祉部長 (5) 市民福祉部長  

３～６ 略 ３～６ 略  

第４条～第６条 略 第４条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、福祉部健康課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、市民福祉部健康課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市地域公共交通検討委員会条例新旧対照表（第15条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第７条 略 第１条～第７条 略  

（庶務） （庶務）  

第８条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 第８条 委員会の庶務は、総務企画部市民協働課において処理する。  

第９条 略 第９条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

３ 略 ３ 略  

   

 



南あわじ市一般廃棄物収集運搬業務受託者選定委員会条例新旧対照表（第16条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略  

（組織及び委員） （組織及び委員）  

第３条 略 第３条 略  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。  

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略  

(4) 総務部長 (4) 総務企画部長  

(5) 市民部長 (5) 市民福祉部長  

(6) 略 (6) 略  

３・４ 略 ３・４ 略  

第４条～第７条 略 第４条～第７条 略  

（庶務） （庶務）  

第８条 委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。 第８条 委員会の庶務は、市民福祉部環境課において処理する。  

第９条 略 第９条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

   



 



南あわじ市保育所のあり方検討委員会条例新旧対照表（第17条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、福祉部子育て支援課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、市民福祉部子育てゆめるん課において処理

する。 

 

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市子ども・子育て会議条例新旧対照表（第18条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第７条 略 第１条～第７条 略  

（庶務） （庶務）  

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部子育て支援課において

処理する。 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部子育てゆめるん課

において処理する。 

 

第９条 略 第９条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開

かれる会議は、市長が招集する。 

 

３ 略 ３ 略  

   

 



南あわじ市健康増進計画及び食育推進計画策定委員会条例新旧対照表（第19条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、福祉部健康課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、市民福祉部健康課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

 



南あわじ市いじめ問題対策連絡協議会等条例新旧対照表（第20条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第18条 略 第１条～第18条 略  

（庶務） （庶務）  

第19条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 第19条 調査委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。  

第20条・第21条 略 第20条・第21条 略  

   

 



南あわじ市行政不服審査会条例新旧対照表（第21条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。 第７条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１・２ 略 １・２ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

３ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初

に開かれる会議は、市長が招集する。 

３ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会条例新旧対照表（第22条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、企画部ふるさと創生課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、総務企画部ふるさと創生課において処理す

る。 

 

第８条 略 第８条 略  

   

附 則 附 則  

１ 略 １ 略  

（会議招集の特例） （会議招集の特例）  

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初

に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に

開かれる会議は、市長が招集する。 

 

   

 



南あわじ市男女共同参画計画策定委員会条例新旧対照表（第23条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、企画部ふるさと創生課において処理する。 第７条 委員会の庶務は、総務企画部ふるさと創生課において処理す

る。 

 

第８条 略 第８条 略  

   

 



議案第２８号 

 

   南あわじ市健康福祉協会基金条例を廃止する条例制定について 

 

 南あわじ市健康福祉協会基金条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市健康福祉協会基金条例を廃止する条例 

 

 南あわじ市健康福祉協会基金条例（平成17年南あわじ市条例第68号）は、廃

止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年３月31日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の南あわじ市健康福祉協会

基金条例に規定する基金に属する現金及び有価証券は、この条例の施行の日

において一般会計に繰り入れるものとする。 



議案第２９号 

 

   南あわじ市サンライズ淡路基金条例制定について 

 

 南あわじ市サンライズ淡路基金条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市サンライズ淡路基金条例 

 

（設置） 

第１条 南あわじ市サンライズ淡路の整備及び健全な運営等に資するため、南

あわじ市サンライズ淡路基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」と

いう。）において定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方

法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代える

ことができる。 

（繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期

間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用すること

ができる。 

（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、第１条に規定する目的

のために行う事業の経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的のために行う事業の経費に充てる場合

に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 



議案第３０号 

 

   南あわじ市国民宿舎基金条例制定について 

 

 南あわじ市国民宿舎基金条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市国民宿舎基金条例 

 

（設置） 

第１条 南あわじ市国民宿舎の整備及び健全な運営等に資するため、南あわじ

市国民宿舎基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、国民宿舎事業特別会計歳入歳出予算（以

下「予算」という。）において定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方

法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代える

ことができる。 

（繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期

間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用すること

ができる。 

（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、第１条に規定する目的

のために行う事業の経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的のために行う事業の経費に充てる場合

に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 



議案第３１号 

 

南あわじ市入札監視委員会設置条例制定について 

 

南あわじ市入札監視委員会設置条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市入札監視委員会設置条例 

 

 （設置） 

第１条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律

第127号）の趣旨を踏まえ、市の入札及び契約手続における公正性の確保と透

明性の向上を図るため、南あわじ市入札監視委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を具申す

る。 

⑴ 市が発注した建設工事、業務委託及び物品購入（以下「工事等」という。）

に係る入札及び契約手続の運用状況に関する事項 

⑵ 市が発注した工事等に係る次に掲げる事項 

 ア 一般競争入札に係る入札参加資格要件の設定理由及び経緯 

 イ 指名競争入札に係る指名理由及び経緯 

 ウ 随意契約とした理由及び経緯 

⑶ 工事等の入札及び契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理に

関する事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、入札及び契約手続の適正化を図るために必

要な事項 

２ 前項第２号の事項に係る調査審議については、委員会が無作為に抽出した

工事等（以下「対象工事等」という。）に関して行うものとする。 

３ 第１項第３号の事項に係る意見の具申は、再苦情の申立てがあった日から

60日以内に行うものとする。 

 （組織及び委員） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。 

 ⑴ 公正中立の立場で前条に掲げる事務（次号において「所掌事務」という。）



を遂行できる者 

 ⑵ 所掌事務について、識見を有する者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、任期が満了した場合においては、後

任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

４ 委員会の会議は、非公開とする。ただし、会議の議事概要については、こ

の限りでない。 

 （関係人の出席） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意

見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。 

（抽出の委任） 

第７条 委員会は、第２条第２項の規定による対象工事等の抽出を、あらかじ

め委員長が指名する委員に委任することができる。 

（意見の公表） 

第８条 委員会は、第２条の規定により意見の具申を行った場合は、その内容

を公表する。 

（委員の除斥） 



第９条 委員は、自己若しくは配偶者又は三親等内の親族の利害に関係のある

議事に加わることができない。 

 （庶務） 

第10条 委員会の庶務は、総務企画部財務課において処理する。 

 （委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （会議招集の特例） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員を委嘱した日以後最初に開かれる

会議は、市長が招集する。 



議案第３２号 

 

   南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

 南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 

 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市国民健康保険条例（平成 17 年南あわじ市条例第 123 号）の一部を

次のように改正する。 

目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、「国民健康保険運営

協議会」を「南あわじ市国民健康保険運営協議会」に改める。 

第１章の章名を次のように改める。 

第１章 市が行う国民健康保険の事務 

第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

第２章の章名を次のように改める。 

第２章 南あわじ市国民健康保険運営協議会 

 第２条の見出しを「（委員の定数）」に改め、同条第１項中「国民健康保険運

営協議会（」を「南あわじ市国民健康保険運営協議会（国民健康保険法（昭和

33 年法律第 192 号。以下「法」という。）第 11 条第２項の規定により市に設置

される協議会をいう。」に改める。 

第 13 条第１項中「国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号。以下「法」と

いう。）」を「法」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 



南あわじ市国民健康保険条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

目次 目次  

第１章 市が行う国民健康保険（第１条） 第１章 市が行う国民健康保険の事務（第１条）  

第２章 国民健康保険運営協議会（第２条・第３条） 第２章 南あわじ市国民健康保険運営協議会（第２条・第３条）  

第３章～附則 略 第３章～附則 略  

第１章 市が行う国民健康保険 第１章 市が行う国民健康保険の事務  

（市が行う国民健康保険） （市が行う国民健康保険の事務）  

第１条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほ

か、この条例の定めるところによる。 

第１条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるも

ののほか、この条例の定めるところによる。 

 

第２章 国民健康保険運営協議会 第２章 南あわじ市国民健康保険運営協議会  

（国民健康保険運営協議会の委員の定数） （委員の定数）  

第２条 国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）の委員

の定数は、次に定めるところによる。 

第２条 南あわじ市国民健康保険運営協議会（国民健康保険法（昭和3

3年法律第192号。以下「法」という。）第11条第２項の規定により

市に設置される協議会をいう。以下「協議会」という。）の委員の

定数は、次に定めるところによる。 

 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略  

２ 略 ２ 略  

第３条～第12条 略 第３条～第12条 略  

（保健事業） （保健事業）  

第13条 市は、国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」と

いう。）第72条の５に規定する特定健康診査等を行うものとするほ

第13条 市は、法第72条の５に規定する特定健康診査等を行うものと

するほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保

 



か、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進

のために次に掲げる事業を行う。 

持増進のために次に掲げる事業を行う。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略  

２ 略 ２ 略  

第14条以下 略 第14条以下 略  

   

 



議案第３３号 

 

南あわじ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

 

南あわじ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

平成３０年２月２３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 

 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市後期高齢者医療に関する条例（平成 20 年南あわじ市条例第 14 号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「法第 55 条第１項」の次に「（法第 55 条の２第２項において

準用する場合を含む。）」を加え、「同項」を「法第 55 条第１項」に改め、同条

第３号中「法第 55 条第２項第１号」の次に「（法第 55 条の２第２項において準

用する場合を含む。）」を加え、同条第４号中「法第 55 条第２項第２号」の次に

「（法第 55 条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「最後に行っ

た同号」を「最後に行った法第 55 条第２項第２号」に改め、同条に次の１号を

加える。 

⑸ 法第 55 条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康

保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 116 条の２第１項及び第２項の規定

の適用を受け、これらの規定により市の区域内に住所を有するものとみな

された国民健康保険の被保険者であったもの 

附則第２条を削り、附則第３条を附則第２条とする。 

 

附 則 

 この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 



南あわじ市後期高齢者医療に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略  

（保険料を徴収すべき被保険者） （保険料を徴収すべき被保険者）  

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者と

する。 

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者と

する。 

 

(1) 略 (1) 略  

(2) 法第55条第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院

等（同項に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等（同項

に規定する入院等をいう。以下同じ。）をした際に市の区域内に

住所を有していたもの 

(2) 法第55条第１項（法第55条の２第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等（法第55

条第１項に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等（法第55

条第１項に規定する入院等をいう。以下同じ。）をした際に市の区

域内に住所を有していたもの 

 

(3) 法第55条第２項第１号の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、継続して入院等をしている２以上の病院等のうち最初の病院

等に入院等をした際に市の区域内に住所を有していたもの 

(3) 法第55条第２項第１号（法第55条の２第２項において準用する

場合を含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して

入院等をしている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等を

した際に市の区域内に住所を有していたもの 

 

(4) 法第55条第２項第２号の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定

する継続入院等の際に市の区域内に住所を有していたもの 

(4) 法第55条第２項第２号（法第55条の２第２項において準用する

場合を含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行

った法第55条第２項第２号に規定する特定住所変更に係る同号に

規定する継続入院等の際に市の区域内に住所を有していたもの 

 

 (5) 法第55条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第116条の２第１項及び

第２項の規定の適用を受け、これらの規定により市の区域内に住

 



所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったも

の 

第４条～第９条 略 第４条～第９条 略  

   

附 則 附 則  

第１条 略 第１条 略  

（平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴

収の特例） 

  

第２条 平成20年度における被扶養者であった被保険者（法第99条第

２項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。）に

係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第４条第１

項に規定する納期のうち第１期から第３期までの間は徴収を行わ

ず、第４期から徴収を開始するものとする。 

  

２ 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収

の方法によって徴収する保険料の納期について第４条第２項の規定

を適用する場合においては、同項中「市長が別に定めることができ

る」とあるのは、「10月１日以後における市長が別に定める時期と

する」とする。 

  

第３条 略 第２条 略  

   

 


